
  
一
 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
参
議
院
議
員
の
定
数
の
削
減 

参
議
院
議
員
の
定
数
は
、
二
百
四
十
二
人
（
現
行
二
百
四
十
八
人
）
と
し
、
そ
の
う
ち
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
定
数
を

九
十
四
人
（
現
行
百
人
）
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
第
二
項
関
係
） 

第
二 

参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
特
定
枠
の
制
度
の
廃
止 

 
 

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
が
参
議
院
名
簿
に
そ
の
他
の
参
議
院
名
簿
登
載
者
と
区
分
し
て
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
を
記

載
し
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
、
当
該
参
議
院
名
簿
に
係
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
間
に
お
い
て
優
先
的
に
当
選
人
と
な
る

よ
う
に
す
る
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
後
段
等
関
係
） 

第
三 

検
討 

令
和
七
年
に
行
わ
れ
る
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
向
け
て
、
二
院
制
の
下
に
お
け
る
参
議
院
の
在
り
方
を
踏
ま
え
て
、

選
挙
区
間
に
お
け
る
議
員
一
人
当
た
り
の
人
口
の
較
差
の
是
正
を
図
り
つ
つ
各
都
道
府
県
の
区
域
に
よ
る
選
挙
区
に
お
い
て

議
員
が
選
挙
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
考
慮
し
て
、
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
及
び
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
か
ら

成
る
参
議
院
議
員
の
選
挙
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
を
行
い
、
必
ず
結
論
を
得
る
も
の
と
す
る
こ



 
二

 

と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
四
条
関
係
） 

第
四 
そ
の
他 

一 

施
行
期
日 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

二 

参
議
院
議
員
の
定
数
に
関
す
る
特
例 

 
 

参
議
院
議
員
の
定
数
は
、
第
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
七
月
二
十
八
日
又
は
令
和
七
年
に
行
わ
れ
る
通
常
選
挙
の

期
日
の
前
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
は
、
二
百
四
十
八
人
と
し
、
当
該
遅
い
日
の
翌
日
か
ら
令
和
十
年
七
月
二
十

五
日
ま
で
の
間
は
、
二
百
四
十
五
人
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
附
則
第
三
条
関
係
） 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


